
看護師等の配置基準

A病棟では、１日に１４人以上の看護職員（看護師及び准看護師）が勤務しています。
 なお、時間帯毎の配置は 次のとおりです。
　　・朝８時３０分から夕方１７時００分まで、看護職員１人当たりの患者様

      受け持ち人数は ４人以内です。
　　・夕方１６時３０分から深夜１時００分まで、看護職員１人当たりの 患者様

      受け持ち人数は １２人以内です。
　　・深夜０時３０分から朝９時００分まで、看護職員１人当たりの患者様

      受け持ち人数は １２人以内です。

Ｂ病棟では、１日に１０人以上の看護職員（看護師及び准看護師）が勤務しています。
 なお、時間帯毎の配置は 次のとおりです。
    ・朝８時３０分から夕方１７時００分まで、看護職員１人当たりの患者様

      受け持ち人数は８人以内です。
　　・夕方１６時３０分から深夜１時００分まで、看護職員１人当たりの患者様

      受け持ち人数は１２人以内です。
　　・深夜０時３０分から朝９時００分まで、看護職員１人当たりの患者様

      受け持ち人数は１８人以内です。

Ｃ病棟では、１日に１０人以上の看護職員（看護師及び准看護師）が勤務しています。
 なお、時間帯毎の配置は 次のとおりです。
    ・朝８時３０分から夕方１７時００分まで、看護職員１人当たりの患者様

      受け持ち人数は６人以内です。
    ・夕方１６時３０分から深夜１時００分まで、看護職員１人当たりの患者様

      受け持ち人数は８人以内です。
　　・深夜０時３０分から朝９時００分まで、看護職員１人当たりの患者様

      受け持ち人数は８人以内です。


